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（仮称）
相模鉄道本線（鶴ヶ峰駅付近）

連続立体交差事業

横浜市

平成３０年９月２７日

計画段階配慮書の概要

1

１. 事業計画の概要

２. 地域の概況及び地域特性

３. 配慮指針に基づいて行った
計画段階配慮の内容

本日の説明内容
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事業計画の概要

3

これまでの経緯

平成２７年４⽉

「横浜市踏切整備計画」を策定

→相模鉄道本線の鶴ヶ峰駅付近を含む候補５区間
を連続⽴体交差化が必要な区間として位置付け。

平成２８年３⽉

「横浜市踏切安全対策実施計画」を策定

→候補５区間の中から当該区間を最も優先的に事
業化の検討を進める区間として選定。

平成３０年３⽉

「都市計画区域の整備、開発及び保全の⽅針」

→当該区間の連続⽴体交差事業を、おおむね10
年以内に整備する予定の主要な施設に位置付
け。
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鶴ヶ峰駅の位置

⻄⾕駅鶴ヶ峰駅
横浜駅

路線名 相模鉄道本線
駅名 鶴ヶ峰駅
横浜からの
所要時間

約10分（快速）
約15分（普通）

相模鉄道本線

⼆俣川駅

相模鉄道
いずみ野線

5

鶴ヶ峰駅周辺の状況（課題）

【交通渋滞状況（⽔道道）】

【交通渋滞状況（鶴ヶ峰２号踏切）】

鶴ヶ峰２号踏切

緊急活動への影響

慢性的な交通渋滞
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鶴ヶ峰駅周辺の状況（課題）

【踏切待ち状況（鶴ヶ峰５号踏切）】

【鶴ヶ峰商店街】

鉄道によるまちの分断

踏切重⼤事故の発⽣
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事業の必要性

（仮称）相模鉄道本線（鶴ヶ峰駅付近）
連続⽴体交差事業

交通渋滞の解消
道路と鉄道の安全性の向上

緊急活動の迅速化
地域の⼀体化

道路と鉄道を⽴体交差化⇒連担する踏切を除却

【事業効果】

8



◆この資料は審査会⽤に作成したものです。審査の過程で変更されることがありますので、取扱いにご注意願います。

事業計画の概要

都市計画決定権者の
名称並びに当該第１
分類事業を実施しよ
うとする者の⽒名及
び住所

【都市計画決定権者】
横浜市
横浜市⻑ 林 ⽂⼦
横浜市中区港町１丁⽬１番地

【当該第１分類事業を実施しようとする者】
同上

都市計画対象事業の
名称

（仮称）相模鉄道本線（鶴ヶ峰駅付近）
連続⽴体交差事業

都市計画対象事業の
種類、規模

鉄道及び軌道の建設（鉄道の改良）
（第１分類事業）

配慮書p.1-1、1-9
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事業計画の概要（地下式案）

項⽬ 内容

事業計画
区域

［起点］
横浜市旭区⻄川島町
［終点］
横浜市旭区⼆俣川２丁⽬

延⻑ 約２.７km

構造形式 地下式

駅施設
鶴ヶ峰駅
（ホームを地下構造で新設
します。）

単線、複線
の別 複線

⽴体交差化に
よる

踏切除却数

１０箇所
（うち「開かずの踏切」５
箇所）

鶴ヶ峰駅

配慮書p.1-4、1-5

※開かずの踏切とは・・・
ピーク時間の遮断時間が
合計40分/時以上の踏切 10
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事業計画の概要（高架式案）

項⽬ 内容

事業計画
区域

［起点］
横浜市旭区⻄川島町
［終点］
横浜市旭区本村町

延⻑ 約２.３km

構造形式 ⾼架式

駅施設
鶴ヶ峰駅
（ホームを⾼架構造で新設
します。）

単線、複線
の別 複線

⽴体交差化に
よる

踏切除却数

８箇所
（うち「開かずの踏切」３
箇所）

配慮書p.1-12、1-13

鶴ヶ峰駅

※開かずの踏切とは・・・
ピーク時間の遮断時間が
合計40分/時以上の踏切 11

今後のスケジュール 配慮書p.1-8

着工準備期間【5年を目途】

着

工

国
の
着
工
準
備
採
択

国
と
の
協
議

（
構
造
形
式
確
認
）

都
市
計
画
決
定
・

環
境
影
響
評
価

等
の
手
続

国
と
の

詳
細
設
計
協
議

事
業
認
可
手
続

H30.3 H30年度～H34年度

事業期間
地下式案：Ｈ35年度～（10～15年程度を想定）
高架式案：Ｈ35年度～（15～20年程度を想定）

現時点
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地域の概況及び地域特性

13

土地利用状況

事業計画区域は、第⼀種住居地域、第⼆種住居地域、準住居地域、
近隣商業地域、商業地域、準⼯業地域、市街化調整区域に指定され
ています。

配慮書p.2-27、2-28

鶴ヶ峰駅
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地質の状況

事業計画区域周辺の地質は、低湿地性堆積物、⽴川ローム層・⽴川
礫層、武蔵野ローム層・武蔵野礫層、下末吉ローム層・下末吉層で
形成されています。

配慮書p.2-3～2-9

鶴ヶ峰駅
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植生の状況

事業計画区域周辺の植⽣は、スギ・ヒノキ・サワラ植林（9）⽵林
（13）が分布しています。

配慮書p.2-14～2-15

鶴ヶ峰駅
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動物の状況 配慮書p.2-19

調査区域には「神奈川県レッドデータ⽣物調査報告書2006」に記
載された、神奈川県における絶滅のおそれのある地域個体群は存在
しません。事業計画区域周辺は開発が進んだ市街地であり、周辺に
⽣息する動物は市街地に適応した種が中⼼であると考えられます。

17

道路交通の状況

事業計画区域と並⾏して⼀般国道16号及び県道40号が存在してい
ます。また、事業計画区域と交差する形で、⼀般国道16号（保⼟
ケ⾕バイパス）及び保⼟ケ⾕⼆俣川線が通っています。

配慮書p.2-29、2-30

保⼟ケ⾕⼆俣川線

⼀般国道16号
（保⼟ケ⾕バイパス）

鶴ヶ峰駅
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教育機関等の状況

事業計画区域内には、「あっぷる保育園鶴ヶ峰（A12）」、「あっ
ぷるキッズつるがみね（A16）」、「オハナ鶴ヶ峰保育園（A18）
」、「鶴ヶ峯幼稚園（A54）」等の教育機関が存在しています。

配慮書p.2-35～2-38

あっぷる保育園鶴ヶ峰（Ａ12）

あっぷるキッズつるがみね（A16） 「オハナ鶴ヶ峰保育園（A18）」

「鶴ヶ峯幼稚園（A54）」

鶴ヶ峰駅
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主な医療機関の状況

事業計画区域に最も近い病院は「横浜鶴ヶ峰病院（A03）」で、事
業計画区域から600ｍ程度に位置しています。

配慮書p.2-39、2-40

横浜鶴ヶ峰病院（A03）

鶴ヶ峰駅
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主な福祉施設等の状況

事業計画区域に最も近い福祉施設は認知症⾼齢者グループホーム
の「遊宴⻄川島（A20）」で、事業計画区域から200ｍ程度に位置
しています。

配慮書p.2-43～2-45

遊宴⻄川島（A20）

鶴ヶ峰駅

21

主な公園・緑地等の状況

事業計画区域内には、「鶴ヶ峰まちかど広場（A01）」、「帷⼦川
親⽔緑道（A02）」、「鶴ヶ峰第⼆公園（A59）」、「中⽥原公園
（A67）」、「⻄川島町公園（A68）」が存在しています。

配慮書p.2-48～2-52

鶴ヶ峰第⼆公園（A59）

鶴ヶ峰まちかど広場（A01）

帷⼦川親⽔緑道（A02）

中⽥原公園（A67）

⻄川島町公園（A68）

鶴ヶ峰駅
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文化財等の状況

事業計画区域周辺に複数の指定・登録⽂化財、埋蔵⽂化財包蔵地が
存在しますが、事業計画区域内には存在しません。

配慮書p.2-53～2-61

鶴ヶ峰駅

23

土壌汚染の状況

事業計画区域周辺には、「汚染あり」とされている⼟地が⻄⾕駅側
に⼀箇所（●）存在しますが、汚染の除去等の措置が既に講じられ
ています。

配慮書p.2-77、2-78

鶴ヶ峰駅

H24条

24
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浸水想定区域の状況

事業計画区域内の鶴ヶ峰駅の北東側では⼀部、想定される浸⽔深さ
が、0.5〜1.0m未満となっていますが、鶴ヶ峰駅〜⼆俣川駅間では
、その⼤部分が浸⽔のおそれのある区域になっています。

配慮書p.2-89、2-92

鶴ヶ峰駅
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配慮指針に基づいて行った
計画段階配慮の内容
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配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

【地下式・高架式】

基本的な配慮事項

横浜市環境配慮指針：鉄道及び軌道の建設に関する配慮事項の要点

（１）-１ ルート・構造等の選定に当たり、周辺環境への影響を低減する

（１）-２ 生物の生息生育環境の保全や景観機能等を考慮し、分断・改変を避ける

（１）-３ 温室効果ガスの排出削減を計画段階から検討する

（２） 環境資源等の現況把握を行う

（３） 安全な工事計画の検討、市民への情報提供に努める

（４）
環境負荷低減や、水とみどりの環境形成に関する法令や条例等を遵守す
る

27

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

【地下式・高架式】

本事業に係る配慮事項

横浜市環境配慮指針：鉄道及び軌道の建設に関する配慮事項の要点

（５）
緩衝帯、法面、区域内の未利用地の緑化とともに生物の生息生育環境の
確保に努める

（６） エネルギー使用の合理化、未利用エネルギーの積極的な活用に努める

（７） 建設資材や設備等のグリーン購入を図る

（８） ライフサイクルを通じた温室効果ガスの低減に努める

（９）
省エネルギー型車両の積極的な導入による、運輸部門における二酸化炭
素の排出抑制に努める

（１０）
人工排熱の抑制や保水性舗装などの採用により、ヒートアイランド現象の
抑制に努める

（１１）
地域に親しまれた施設の移転、文化財の消滅・移転、地域の分断を避け
るように努める

28
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配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

【地下式・高架式】

本事業に係る配慮事項

横浜市環境配慮指針：鉄道及び軌道の建設に関する配慮事項の要点

（１２）
駅舎等の構造等については、街の個性等を把握するとともに、周辺建物
や後背地との調和を図る

（１３） 環境施設帯（植樹帯等）を設置するよう努める

（１４）-１ 駅舎等施設の混雑時の安全性の確保、利便性の向上に努める

（１４）-２
大雨等による侵水を可能な限り生じさせない構造や、避難設備の採用
に努める

（１５）
騒音・振動等の環境影響の低減のため、最新の技術を用いた保全対策
実施に努める

（１６）
廃棄物等の発生抑制、再使用及び再生利用を図るとともに、雨水の有
効利用に努める

29

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

基本的な配慮事項（１）-１

ルート・構造等の選定に当たり、周辺環境への
影響を低減する

【地下式・高架式】

既設線用地以外の新たな改変区域を極力少なく
することで、環境面等への影響を回避・低減するよ
う配慮する。

配慮書p.3-2

30
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配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

基本的な配慮事項（１）-２

生物の生息生育環境の保全や景観機能等を
考慮し、分断・改変を避ける

「生物多様性横浜行動計画」に基づき、生物多
様性の保全に配慮する。

【地下式・高架式】

配慮書p.3-2

連担している踏切を連続的に除却することで地域
の分断を解消し、周辺地域の生活利便性の更なる
向上を図る。

31

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

基本的な配慮事項（１）-３

温室効果ガスの排出削減を計画段階から検
討する

「横浜市地球温暖化対策実行計画」にのっとり、
可能な限りの温室効果ガスの排出抑制に努める。

【地下式・高架式】

配慮書p.3-2
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配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

基本的な配慮事項（２）

環境資源等の現況把握を行う

地域の概況について、現況の把握に努めた。

【地下式・高架式】

住環境が整った地域内での事業となることから、周
辺の住居に配慮した計画とする。

配慮書p.3-3

33

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

基本的な配慮事項（３）

安全な工事計画の検討、市民への情報提供に
努める

安全な工法や工程を採用し、市民への情報提供
に努める。

土壌汚染対策法に基づき適切に対応する。

【地下式・高架式】

配慮書p.3-4

34
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配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

基本的な配慮事項（４）

環境負荷低減や、水とみどりの環境形成に関
する法令や条例等を遵守する

環境負荷の低減や水とみどりの環境形成に関す
る法令や条例等を遵守した計画とし、周辺環境
に配慮する。

【地下式・高架式】

配慮書p.3-4

35

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

本事業に係る配慮事項（５）

緩衝帯、法面、区域内の未利用地の緑化と
ともに生物の生息生育環境の確保に努める

可能な限り既設線用地を活用した計画とし、
新たな改変区域を極力少なくするよう配慮する。

周辺の緑や景観との調和に配慮した構造物の構
築・復旧に努める。

【地下式・高架式】

【高架式】

関連側道について、必要な機能を担保しつつ、改
変区域を最小限に留めるよう配慮する。

配慮書p.3-4

36
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配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

本事業に係る配慮事項（６）

エネルギー使用の合理化、未利用エネルギー
の積極的な活用に努める

駅舎やホーム等への高効率・省エネルギー型の照
明器具等を積極的に導入する。

【地下式・高架式】

配慮書p.3-5
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配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

本事業に係る配慮事項（７）

建設資材や設備等のグリーン購入を図る

建設資材や設備等の確保に際して、グリーン購
入に努める。

【地下式・高架式】

配慮書p.3-5
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配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

本事業に係る配慮事項（８）

ライフサイクルを通じた温室効果ガスの低減
に努める

新たに構築する鉄道施設の長寿命化を図る。

エネルギー効率の高い建設機械や工事用車両の
積極的な採用と共に、建設機械の省エネ運転や、
工事用車両のエコドライブ等を実施する。

【地下式・高架式】

配慮書p.3-5
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配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

本事業に係る配慮事項（９）

省エネルギー型車両の積極的な導入による、
運輸部門における二酸化炭素の排出抑制に
努める

本事業は道路と鉄道を立体交差化する事業であり、
新たな鉄道車両を導入する計画ではない。

【地下式・高架式】

配慮書p.3-5

非選定
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配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

本事業に係る配慮事項（１０）

人工排熱の抑制や保水性舗装などの採用に
より、ヒートアイランド現象の抑制に努める

駅舎やホーム等への高効率・省エネルギー型の照
明器具や空調設備等の積極的な導入を行う。

【地下式・高架式】

【高架式】

関連側道の整備にあたり、道路舗装としての耐久
性の確保を前提としつつ、保水性舗装や遮熱性
舗装などの採用についても検討する。

配慮書p.3-6
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配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

本事業に係る配慮事項（１１）

工事実施段階にて文化財等を発見した場合、
「文化財保護法」に基づき必要な手続・措置を講じる。

【地下式・高架式】

地域に親しまれた施設の移転、文化財の消滅・移
転、地域の分断を避けるよう努める

連担している踏切を連続的に除却することで地域の分
断を解消し、周辺地域の生活利便性の更なる向上を
図る。

配慮書p.3-6
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配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

本事業に係る配慮事項（１２）

駅舎等の構造等については、街の個性等を把
握するとともに、周辺建物や後背地との調和を
図る

駅出入口のデザインや色彩について、駅北口周辺
のまちづくりとの連携を図りながら検討を行い、周
辺建物や後背地との調和を図る。

【地下式】

【高架式】

駅舎のデザインや色彩について、駅北口周辺の
まちづくりとの連携を図りながら検討を行い、周
辺建物や後背地との調和を図る。

配慮書p.3-7

43

駅出入口の設置検討に当たり、植樹スペースの
確保について検討する。

関連側道について、改変区域を最小限に留める
よう配慮するため、現時点では植樹帯は設置しな
い計画とする。

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

本事業に係る配慮事項（１３）

環境施設帯（植樹帯等）を設置するよう努め
る

【地下式】

【高架式】

駅舎の計画検討に当たり、周辺の状況に応じた
植樹スペースの設置について検討する。

配慮書p.3-7

改変区域について、現時点では環境施設帯は設
置しない計画とする。
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配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

本事業に係る配慮事項（１４）-１

駅舎等施設の混雑時の安全性の確保、利便
性の向上に努める

利用者が円滑に移動できる経路や標識、昇降設
備を適切に配置する。

【地下式・高架式】

【地下式】

配慮書p.3-7
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配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

本事業に係る配慮事項（１４）-２

【地下式・高架式】【地下式】

施設の状況に応じて、地下駅出入口への止水パ
ネル設置などの浸水防止対策を行う。

配慮書p.3-7

大雨等による浸水を可能な限り生じさせない
構造や、避難設備の採用に努める
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配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

本事業に係る配慮事項（１５）

騒音・振動等の環境影響の低減のため、最新
の技術を用いた保全対策実施に努める

配慮書p.3-8

地質調査等により周辺状況の特性を把握し、設計
や工法を検討し、適切な施工管理計画を策定・実
行する。

【地下式】

【高架式】

日照阻害等に対して、日常生活に支障が生じる場
合は、必要に応じて適切に対応する。

最新の技術を用いた保全対策の実施に努める。

最新の技術を用いた保全対策の実施に努める。

47

配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

本事業に係る配慮事項（１６）

廃棄物等の発生抑制、再使用及び再生利用を
図るとともに、雨水の有効利用に努める

建設廃棄物の発生抑制、減量化及び資源の循環
的な利用促進に努める。
再使用、再生利用できないものは適正に処理を行う
。

【地下式・高架式】

建設発生土は、事業内再利用に努めるほか、可
能な限り他の公共事業等での再利用を図る。

木材代替型枠やリサイクル材等のエコマテリアル
の積極的な活用を検討する。

配慮書p.3-8

雨水の有効利用についても検討する。
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ご清聴ありがとうございました。
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